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１ 開会の宣言 

 議    長 出席委員が定数に達したので、定刻通り午後２時００分、本会を開会する旨を宣言した。 

 

 傍聴人の確認 

 議    長 傍聴人の有無を確認するよう事務局に指示したところ、1名の傍聴人がおり、入室を促した。 

   

２ 署名委員の選任 

 議    長 署名委員に黒須 昭農業委員、内田栄作農業委員を選任した。 

 

３ 参与の承認及び書記の任命 

 議    長 参与に大畑農業委員会事務局次長、書記に関根副主幹、加藤主任を任命した。 

 

４ 議 事 

議案第９号  

議    長 

事   務   局 

 

 

 

 

非農地通知申出書について 

議案第９号非農地通知申出書について事務局に説明を求めた。 

議案書を朗読した。地区は大谷地区、所在は大字地頭方字西谷の１３筆で、地目は登記、現況と

もに田９筆、畑４筆である。現地の案内・説明をしたのち、申請理由を報告した。なお、農業委員

会事務局としては、農地の所有者から当該農地が農地に該当しないことの証明を依頼された場合

は、農林水産省経営局長、農村振興局長通知の、農地法の運用についての第 4遊休農地に関する措

置を行った農地に関する取り扱いについての基準に従って、総会の議決によりこれの判断を行うと
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議    長 

 

（担 当 委 員） 

 

 

 

 議    長 

 

議案第１０号 

 議    長 

 事  務  局 

 

 

 議    長 

 

（担 当 委 員） 

 

 

 議    長 

 

 申  請  人 

説明する。 

この件につきまして、現地調査がされているかと思いますので、担当の委員さんより報告をお願

いいたします。 

大谷地区の新井幸夫委員より報告があった。５月２５日（土）午前９時、安藤委員、千葉委員と

現地調査を行った。また、５月１日に今川会長、内田委員、藤倉委員の３人でも確認していると聞

いている。現地確認を行った結果、草や桑の木が生えているがトラクターでの開墾は可能であり、

農地への復旧は容易用意であると感じた。 

本件について意見を求めたが意見がないため、第９号議案について、農地として判断することに

ついて採決を行ったところ、全員賛成で農地と判断する事を宣した。 

農地法第３条の許可申請について 

議案第１０条農地法第３条の許可申請について事務局に説明を求めた。 

議案書を朗読した。地区は大石地区、所在は大字小敷谷字西通、大字畔吉字前原で登記地目は田

２筆、畑１８筆、現況は畑１６筆、雑種地４筆である。譲渡人は経営規模縮小、譲受人は経営規模

拡大。なお、譲受人が所有する農地について、耕作放棄地がないことを説明した。 

この件につきまして、現地調査がされているかと思いますので、担当の委員さんより報告をお願

いいたします。 

大石地区の矢部茂委員より報告があった。２４日に藤波委員、山岸委員、小川委員、橋本委員と

現地調査を行った。たまたま、譲受人が耕作しており、現地は非常によく管理されていたので、問

題ないと判断した。 

申請人の入室を促した。 

＜申請人入室＞ 

自己紹介を行った。 
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 議    長 

 新木農業委員 

 申  請  人 

 議    長 

 申  請  人 

 議    長 

 申  請  人 

 新木農業委員 

 申  請  人 

 議    長 

 申  請  人 

 議    長 

 

 

 議    長 

 

議案第１１号 

 議    長 

 事  務  局 

 

 

 

本件について意見を求めた。 

作付け計画は。 

直ぐにできない土地もあるので、５００平米ずつネギやブロッコリーを作ります。 

これだけですか 

はい。あとは作りません。 

初年度はということですか。１５，０００あるけれども。 

はい。 

路地野菜ですね。 

ハウスがないので路地野菜になります。 

初年度は１，０００平米で残りはどうするのか。 

埋め立てます。道路より低いので、これから申請しようと考えている。 

先の農地を取得して、その後に農地改良をするということですね。ほかにありますか。無ければ

質問は以上とさせていただきます。 

＜申請人退室＞ 

本件について他に意見を求めるが特に無かったため、議案第１０号について採決を行ったとこ

ろ、賛成全員で承認することを宣した。 

農地法第５条の許可申請について 

議案第１１号農地法第５条の許可申請２件について事務局に説明を求めた。 

議案書を朗読した。申請番号１、地区は大石地区。所在は藤波三丁目、地目は登記現況とも畑。

形態は転用。建物を建てる計画なので開発許可を要する。農地は１種農地である。 

申請番号２、地区は上平地区。所在は大字平塚字下の１０筆。地目は登記現況とも田。形態は転

用。駐車場のため開発許可は不要。農地は第２種農地。 
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 議    長 

 

（担 当 委 員） 

 

 

 議    長 

（担 当 委 員） 

 

 議    長 

   

議案第１２号 

 議    長 

 

 

 農  政  課 

 議    長 

 事  務  局 

 

議案第１３号 

 議    長 

 

 農  政  課 

この件についても、現地調査がされているかと思いますので、担当の委員さんより報告をお願い

いたします。 

大石地区の小川好次委員より報告があった。５月２４日、藤波委員、山岸委員、矢部委員、橋本

委員と現地調査を行った。農地としては充分な管理がなされており、大石地区の委員の意見として

は問題ないと考えている。 

続きまして、申請番号２番上平地区お願いします。 

上平地区の市村英一委員より報告があった。現地調査行った結果、上平地区４名の意見としては、

駐車場が設置されたとしても、周辺に与える影響はないだろうと判断した。 

本件について意見を求めたが意見がないため、第１１号議案について採決を行ったところ、全員

賛成で承認する事を宣した。 

令和６年度５月期農地利用集積計画の承認について 

議案第１２号令和６年度５月期農用地利用集積計画の承認について、担当課である農政課より説

明を求めた。また、本議案に関係する委員の一時退席を促した。 

＜委員退出＞ 

計画の概要を説明する。 

本件について意見を求めたが意見がないため、第１２号議案について採決を行ったところ、全員

賛成で承認することを宣した。 

＜委員入室＞ 

上尾市農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取について 

議案第１３号上尾市農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取について、担当課である農政課

より説明を求めた。 

計画変更の内容及び理由を説明する。 
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 議    長 

  

本件について意見を求めたが意見がないため、第１３号議案について採決を行ったところ、全員

賛成で承認することを宣した。 

 

５ 報告第２号専決処分について 

（１）農地法第４条の届出の受理について 

（２）農地法第５条の届出の受理について 

   

６ 閉会  

議    長 以上で今回の提出議案全てについて審議が終了した旨を宣言し、午後３時４７分、本会を閉会した。 

 

７ その他  
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上記のとおり、会議の顚末が相違ないことを証するためここに署名いたします。 

 

        令和６年５月２７日 

 

 

            議   長  

 

 

            署 名 委 員        

 

 

            署 名 委 員       


